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（１）事業実施主体　：　a　県と協定を締結した工務店グループ等
※　基準を満たす場合は１企業での実施可
（Ｒ5事業実施　16グループ）

（２）補助対象
以下の補助要件を満たす木造住宅の新築

（３）補助要件
　 ① ａ(通常枠)　構造及び下地における県産材の利用率が72%以上であること。

　※「県産材製品の利用強化に関する協定」を締結した工務店等であること。

　 　※令和６年度から県産材利用率の向上に取り組む新規工務店であること。
② 炭素固定認定証を発行し、施主に対して交付すること。

（４）補助率及び補助枠

（５）補助対象期間
補助要件を満たす木造住宅の新築（完成年月日が次の期間内）
ａ　令和６年４月１日～令和７年２月28日（県産材利用率72％以上）
ｂ　令和６年４月１日～令和７年２月28日（県産材利用率50％以上）

（６）事業の詳細及び申請書のダウンロード（令和６年度中）
・
※

ｂ　定額　 7万円／１戸当たり　・・・　100戸

美の国あきたネット（秋田県公式サイト）※からダウンロードできます（右下QRコードも同じ）。

トップページ左上の「部署別」で探す　→　農林水産部　→　林業木材産業課　→　木材利用推進チーム

令和６年度　ウッドファーストあきた県内住宅販路強化事業

　県産材の利用拡大を図るため、県内の住宅建築において県産材を所定割合以上利用すると
ともに、炭素固定認定証等の発行を通じて県産材の利用拡大に取り組む工務店グループ等に
対して支援します。

事 業 概 要

支援内容等

ｂ(チャレンジ枠)　構造や下地における県産材の利用率が50%以上であること。

ａ　定額　15万円／１戸当たり　・・・　330戸

　　　　　　　　　 　　　ｂ　県と協定を締結した工務店等（過去５年間のうち県産材利用
                         拡大に係る事業を実施していない工務店等）

木造住宅に住むことは

炭素の長期貯蔵にも

つながるよ！



　○　問い合わせ先（事業全般、チャレンジ枠申請窓口）
秋田県農林水産部　林業木材産業課　木材利用推進チーム（担当：山田（やまだ））
　〒010-8570　秋田市山王４丁目1-1　　TEL　018-860-1915

　○　問い合わせ先（通常枠）
鹿角地域振興局　農林部森づくり推進課　林業振興チーム
　〒018-5201 鹿角市花輪字六月田1　　TEL 0186-23-2275
　【所管地域：鹿角市・小坂町】
　
北秋田地域振興局　農林部森づくり推進課　林業振興チーム
　〒018-3393 北秋田市鷹巣字東中岱76-1　　TEL 0186-62-1445
　【所管地域：大館市・北秋田市・上小阿仁村】

山本地域振興局　農林部森づくり推進課　林業振興チーム
　〒016-0815 能代市御指南町1-10　　TEL 0185-52-2181
　【所管地域：能代市・藤里町・三種町・八峰町】

秋田地域振興局　農林部森づくり推進課　林業振興チーム
　〒010-0951 秋田市山王四丁目1-2　　TEL 018-860-3381
　【所管地域：秋田市・男鹿市・潟上市・五城目町・八郎潟町・井川町・大潟村】

由利地域振興局　農林部森づくり推進課　林業振興チーム
　〒015-8515 由利本荘市水林366　　TEL 0184-22-8351
　【所管地域：由利本荘市・にかほ市】

仙北地域振興局　農林部森づくり推進課　林業振興チーム
　〒014-0062 大仙市大曲上栄町13-62　　TEL 0187-63-6113
　【所管地域：大仙市・仙北市・美郷町】

平鹿地域振興局　農林部森づくり推進課　林業振興チーム

　〒013-8502 横手市旭川一丁目3-41　　TEL 0182-32-9505

　【所管地域：横手市】

雄勝地域振興局　農林部森づくり推進課　林業振興チーム

　〒012-0857 湯沢市千石町二丁目1-10　　TEL 0183-73-5112

　【所管地域：湯沢市・羽後町・東成瀬村】

　○　補助金申請窓口（通常枠）
秋田県木材産業協同組合連合会（担当：嵯峨（さが））
　〒010-0003　秋田市東通２丁目7-35
　TEL　018-837-8091


